
野生鳥獣による農林水産物の
被害防止対策について

産業振興部農業水産課

2025.10.30 まちかどトーク 石堤地区
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 被害額は、地域ぐるみの対策により年々、減少

 捕獲数もコロナ禍で減少したものの、年々増加傾向

イノシシによる農林水産物の被害額及び捕獲数の推移



鳥獣被害対策における３本柱
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 鳥獣被害対策は、①個体群管理、②侵入防止、③生息環境管理の３本柱が基本

 高岡市では、これらの対策を各自治会や生産組合、鳥獣被害対策実施隊が担っている

Alsokホームページより引用



①個体群管理

各地区で被害防止対策に協力いただける方を市長が任命し、組織する高

岡市鳥獣被害対策実施隊（平成30年4月1日設置 現在51名）を中心とし

て、イノシシの捕獲を実施

・イノシシ用箱わな、電気止め刺し器の支援

・活動日当：3,000円/日、活動報酬：最大14,000円/頭

高岡市における鳥獣被害対策

3

②侵入防止

各地区の自治会や生産組合が主体となり、イノシシ用電気柵やワイヤー

メッシュ柵の設置・管理を実施（現在38地区904箇所、総延長約232km ）

・イノシシ用電気柵、ワイヤーメッシュ柵等の支援

③生息環境管理

鳥獣のえさ場、隠れ場を減らし、緩衝帯を設けるため、自治会や生産組

合が主体となり、藪の刈払いや放任果樹の除去等を実施

・藪の刈払い等の活動支援（※国の多面的機能支払交付金及び中山間地域

等直接支払交付金の活用を含む）



ツキノワグマの目撃報告数等の推移
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 ツキノワグマの目撃報告数は、10件前後で推移

 捕獲数は、直近で3件



目撃報告等があった場合

市民等から警察に通報又は市へ情報提供

（110番または農業水産課0766-20-1321、警備室0766-20-1482）

市職員、野生鳥獣捕獲隊、警察による現場確認及びパトロール

SNS、防災情報メール、ホームページ、防災行政無線で注意喚起

※野生鳥獣捕獲隊（現在12名）

地元猟友会の中から編成し、クマの目撃報告に対する現場確認をはじめ、

鳥獣の捕獲等を実施

クマによる人身被害防止対策
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0825緊急銃猟訓練（県主催）

「緊急銃猟」制度

「鳥獣保護管理法」に基づき、人の日常生活圏（農地や河川敷、建物内

等）にクマ等が居座り、膠着状態となった場合、安全確保等の措置を十分

に講じた上で、市町村が委託したハンター等による銃猟を可能とする制度

（令和7年9月1日より実施可能）

◎緊急銃猟を実施する場合、現場周辺において通行禁止・制限を行う予定

また、地域の皆様には、避難をお願いする場合がある



クマを引き寄せないために

・自宅やその周辺にある柿の実を早めに収穫する。

・管理できなくなったり、放置されている柿の木がある場合は、木を伐採する。

・生ごみ等を外に放置しない。

クマによる人身被害防止対策
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クマに出遭わないために

・山里における朝夕の外出をできるだけ避け、外出する場合は、

鈴やクマ撃退スプレーを持ち歩く。

・クマの家屋への侵入を防ぐため、住宅や車庫等の戸締りを徹底する。

もし出遭ってしまったら

・まず落ち着く（大声を出さない、急に動かない）

・クマから目線をそらさず、背中を見せないように、ゆっくりとその場を離れる

・建物や車内へ避難する

もし襲われたら

・最初の一撃では、人の急所である頭・首・お腹を守る

・引き倒されたら首元を守ってうつ伏せの体制をとる



高岡産米を100％使用したグルテンフリー食品であ

る『富山県 高岡米粉』をJAいなばと共同企画し、

JAいなばのオリジナル商品として、令和7年10月1

日より販売

商品名 『富山県 高岡米粉』

原 料 高岡産コシヒカリ

価 格 業務用 20kg及び5kg 価格は要相談

家庭用 1kg  1,080円(税込)

販売者 いなば農業協同組合

製造者 株式会社SS製粉

取扱店 道の駅万葉の里高岡

道の駅雨晴

JAいなば経済センター

『富山県 高岡米粉』
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